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こんなお悩みはございませんか…？

宇都宮市デジタル専⾨家派遣⽀援事業 利⽤規約����������令和５年１０⽉１０⽇制定

�（⽬的）
第１条 宇都宮市デジタル専⾨家派遣⽀援事業利⽤規約（以下「本規約」という。）は，宇都宮市（以下「市」という。）が，中⼩企業の経�
 営課題の解決や発展を促進するために⾦融機関と連携して実施する「宇都宮市デジタル専⾨家派遣⽀援事業」（以下「本事業」という。）
 に必要な事項を定めることを⽬的とする。
�（定義）
第２条 本規約において，次の各号に掲げる⽤語の意義は，当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 「⾦融機関」とは，本事業に協⼒する⾦融機関をいう。
 ⑵ 「中⼩企業」とは，中⼩企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中⼩企業をいう。
 ⑶ 「デジタル専⾨家」とは，「うつのみやデジタルスクエア」（Ｗｅｂサイト）にデジタル専⾨家として登録しており，本事業におい
  て，中⼩企業の相談に応じる専⾨家をいう。
（利⽤の対象）
第３条 本事業の利⽤の対象は，市内に主たる事務所⼜は事業所を有している中⼩企業のうち，第２条第１項第１号に定める⾦融機関と取引 
 関係にある中⼩企業とする。
２ 前項の規定に関わらず，次のいずれかに該当する者は，本事業の対象としない。
 ⑴ ⾵俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定するもの
 ⑵ 宇都宮市暴⼒団排除条例（平成２３年条例第３７号）第２条に規定する暴⼒団及び暴⼒団員と関係のあるもの
 ⑶ 会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号），⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの
  ⼿続きを⾏っているもの
 ⑷ その他市が適切でないと判断するもの
�（利⽤の申込み及び本規約への同意）
第４条 中⼩企業が本事業を利⽤しようとするときは，本規約に同意の上，⾦融機関を通じて市に申し込むものとする。ただし，中⼩企業か
 ら市へ直接申し込むものを妨げるものではない。
２ 本事業において，中⼩企業の相談に応じるデジタル専⾨家は，本規約に同意の上，別途定める必要書類を市に提出するものとする。
（利⽤の回数，時間）
第５条 中⼩企業が本事業を利⽤できる回数は，市の予算範囲内において，同⼀年度内に４回以内とする。
２ デジタル専⾨家の派遣における１回の相談時間は，２時間以内とする。
�（相談の内容）
第６条 中⼩企業は，経営課題の解決や発展に向けたデジタルの活⽤⽅法等について，デジタル専⾨家に相談することができる。
�（禁⽌事項）
第７条 中⼩企業及びデジタル専⾨家は，次の各号に掲げる⾏為⼜はそれにあたるおそれのある⾏為を⾏うことはできない。
 ⑴ 本事業の相談時間内における契約⾏為
 ⑵ 法令に違反する⾏為
 ⑶ その他市が適切でないと判断する⾏為
�（免責事項及び損害賠償）
第８条 本事業において，デジタル専⾨家と中⼩企業間のトラブルや事故について，市は⼀切責任を負わないことをあらかじめ承諾し，その
 トラブルや事故については，当事者であるデジタル専⾨家と中⼩企業間において解決しなければならない。
２ デジタル専⾨家は，本事業において，故意⼜は過失により中⼩企業に損害を与えた時は，その損害を賠償する責任を負う。
�（機密情報の取扱い）
第９条 デジタル専⾨家は，中⼩企業の相談を受けた際に知り得る機密情報（中⼩企業の事業に関する情報，個⼈情報，その他秘密として扱
 うべき情報）を本事業の⽬的以外の⽬的で使⽤し，⼜は第三者に開⽰してはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，こ
 の限りではない。
 ⑴ 中⼩企業の同意がある場合
 ⑵ 法令に基づく場合
 ⑶ 市から求められた場合
２ デジタル専⾨家は，中⼩企業の相談を受けた際に知り得た機密情報を適切に管理し，漏洩・滅失・毀損等を防⽌するために必要な措置を
 講じなければならない。
�（個⼈情報の取扱い）
第１０条 市，⾦融機関，デジタル専⾨家，中⼩企業は，本事業において知り得た個⼈情報の取扱いについては，個⼈情報の保護に関する法
 律（平成１５年法律第５７号）及び関係法令等を遵守する。
�（利⽤規約の変更）
第１１条 市は，必要に応じて，この規約を変更することができる。
�（補則）
第１２条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

＼デジタルに関する様々な悩みを相談！／＼デジタルに関する様々な悩みを相談！／

そもそも
SNSって
何だろう？Webサイトを

作りたいけど
どうすれば？

社内連絡を
効率化したいなぁ

こうした悩みを解決するため！
デジタル専門家を派遣いたします！

ぜひお気軽に
ご相談ください！
ぜひお気軽に

ご相談ください！

宇都宮市
本事業に関する
お問合せ 028-632-2279
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業務効率化業務効率化

その他その他

支援までの流れ

相談　　・・・まずは金融機関の担当者へご相談くだ
　　　　　　　さい。

日程調整・・・宇都宮市側で派遣するデジタル専門家
　　　　　　　を選定し、日程を調整いたします。

派遣実施・・・原則、金融機関とデジタル専門家を
　　　　　　　加えた３者で実施します。

※宇都宮市の職員が同席する場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

要　件

支援の例

対　象　：宇都宮市内の中小企業*

費　用　：無料

派遣回数：最大４回まで（年度内）

各種SNSの活用に向けた相談やアカウント開設・投稿
などの基本的な操作などについての相談ができます。

Webサイト開設に向けた企画や必要な環境などについて
の相談できます。

デジタルを活用した業務の効率化やサービスの導入など
についての相談できます。

パソコン等の基本的な操作や初期設定などについて相談
のできます。

この他にも、デジタルに関する基本的な悩みや課題解決
に向けた具体的な相談まで幅広く対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください！

*中小企業の定義：中小企業基本法第２条の第１項に掲げられたものとする。

（Ｘ（旧：ツイッター）、インスタグラム、フェイスブックなど）

会社をもっとPRしたい！
若者をターゲットに発信したい！
写真や動画で魅力を伝えたい！
各SNSの違いや特徴について知りたい！

Webサイトを作りたい！
新たな顧客を獲得したい！

社内の連絡を円滑にしたい！
オンラインで会議をしたい！
案件を社内で共有したい！
入力業務を自動化したい！
電話対応の時間を削減したい！
勤怠管理を簡単にしたい！
契約業務を電子化したい！

こんな悩みはありませんか？

こんな悩みはありませんか？

こんな悩みはありませんか？

社員用のパソコンを管理したい！
セキュリティ対策をきちんとしたい！

こんな悩みはありませんか？

※ご希望のデジタル専門家を選ぶことも可能です。

※いずれも１回２時間まで


